
この空き家、
どうしよう？

特 集

※写真はイメージです。

空
き
家
と
は
、
住
む
た
め
に

建
て
ら
れ
た
建
物
が
、
何

ら
か
の
理
由
に
よ
り
１
年

を
通
し
て
居
住
な
ど
の
実
態
が
な
い
状

態
に
な
っ
て
い
る
建
物
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。

　

空
き
家
は
適
切
に
管
理
が
行
わ
れ
、

将
来
的
に
活
用
す
る
予
定
が
あ
れ
ば
問

題
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
適
正
に
管

理
さ
れ
ず
建
物
の
劣
化
が
進
む
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
場
合
が

あ
り
ま
す
。
空
き
家
を
相
続
な
ど
で
突

然
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
「
こ

の
空
き
家
、
ど
う
し
よ
う
」
と
困
ら
な

い
た
め
に
、
今
、
空
き
家
問
題
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

◆◆ハチ・害虫などの繁殖ハチ・害虫などの繁殖

　所有する空き家が下記のような状態になってしまい、周辺の生活環境が悪化する可能性

があります。また、事故が起きた場合には、賠償責任が問われる場合もあります。

　隣の敷地や道路などへ枝がはみ出すと、周囲の建物を傷つけたり、歩行者の通

行を妨げてしまいます。

　立木や雑草が繁茂するために虫が大量発生したり、 スズメバチのような害

虫が巣を作って周辺地域に迷惑をかけたりするケースが考えられます。

　発生した虫や動物の駆除は住民が自ら行わなければならないため、 駆除

や対策にコストがかかります。

◆◆ごみの不法投棄・悪臭ごみの不法投棄・悪臭
　空き家は、 人がおらず一定の広さの敷地があることから、 産業廃棄物や

ゴミを不法投棄される問題も起きる可能性があります。 腐敗した動物の糞

尿やごみなどが放置されると悪臭の発生に繋がります。

◆◆不審火や不審者の侵入などのトラブルが発生不審火や不審者の侵入などのトラブルが発生
　室内に置かれている暖房器具や電気設備から発火し、 火事になるおそれ

があります。 また、 第三者が不法に侵入し室内で花火や焚き火をする、 落

書きや物を壊すようないたずらが発生するケースもあります。

◆◆樹木や雑草の繁茂樹木や雑草の繁茂

相
続
が
発
生
し
た
方
へ

　

家
の
相
続
が
発
生
し
た
方
は
、
相
続

手
続
き
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
近
年

は
、
所
有
者
の
高
齢
化
や
相
続
人
の
所

在
が
分
か
ら
な
い
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
増

え
、
相
続
登
記
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
４
月
か
ら
相
続
登
記
が
義

務
化
さ
れ
、
早
め
の
手
続
き
が
必
要
と

な
り
ま
し
た
。
相
続
手
続
き
を
し
な
い

と
、
売
買
や
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
の
取
引

が
で
き
な
い
う
え
に
、
放
置
す
る
ほ
ど

手
続
き
自
体
が
複
雑
化
し
て
し
ま
い
ま

す
。

　

「
ど
ん
な
手
続
き
を
す
れ
ば
い
い
の
か

分
か
ら
な
い
」
「
自
分
だ
け
で
手
続
き
す

る
の
が
不
安
」
な
ど
の
悩
み
が
あ
る
方

は
、
右
記
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
、
「
鳩

山
町
で
不
動
産
を
相
続
し
た
方
へ
（
相

続
ド
ッ
ト
コ
ム
）」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

増
加
す
る
「
空
き
家
」

　

近
年
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
支

障
を
き
た
す
空
き
家
問
題
が
後
を
絶
た

ず
、
鳩
山
町
だ
け
で
な
く
全
国
の
自
治

体
で
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
令
和
4
年
度
に
実
施
し
た

空
き
家
等
実
態
調
査
の
結
果
、
3
4
0

件
の
空
き
家
を
確
認
し
ま
し
た
。
平
成

27
年
度
の
調
査
結
果
の
2
1
1
件
と
比

較
す
る
と
、
町
全
体
で
1
2
9
件
の
空

き
家
が
増
加
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま

す
。

　

町
で
は
、
空
き
家
の
所
有
者
に
対
し

適
正
な
管
理
や
今
後
の
利
用
な
ど
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
す
る
な
ど
の
対
応
を
し

て
お
り
ま
し
た
が
、
対
応
い
た
だ
け
な

い
事
例
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

老
朽
化
し
た
空
き
家
や
大
き
く
な
り

す
ぎ
た
樹
木
は
、
近
隣
へ
の
影
響
だ
け

で
な
く
、
台
風
等
に
よ
る
倒
壊
や
倒
木

に
よ
る
事
故
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
ら
が
発
生
し
た
場
合
、
所

有
者
に
賠
償
責
任
が
問
わ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
予
防
す
る
に
は
、
日
頃
か

ら
適
正
な
管
理
や
今
後
の
利
活
用
に
つ

い
て
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

空
き
家
対
策
は
、
原
則
所
有
者
の
責

任
に
お
い
て
解
決
す
べ
き
問
題
で
す
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り
解
決
に
至
ら

な
い
ケ
ー
ス
も
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

空
き
家
対
策
に
つ
い
て
は
、
全
国
的

な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
町
で
も
、

令
和
5
年
度
に

「
第
2
次
鳩
山
町
空
家

等
対
策
計
画
」
を
策
定
し
、
計
画
に
基

づ
く
事
業
を
実
施
す
る
ほ
か
、
民
間
事

業
者
と
も
協
定
等
を
締
結
し
て
取
り
組

み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
空
き
家
問
題
に
対
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
制
度
や
情
報
を
発
信
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
今
後
に
備
え
情
報
の
収

集
と
空
き
家
を
増
や
さ
な
い
た
め
の
対

策
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
　

役
場
地
域
創
生
環
境
課

☎
2
9
6

－

5
8
9
4

　住まなくなった家や相続した家を、 貸したり売ったりすることに関心がありませ

んか。 大切な思い出が詰まった家を、空き家が必要とする方につなぎ、大切に使っ

てもらうことが家や地域の元気につながるかもしれません。

　家の傷み等がひどい場合は、 除却やリフォーム費用の補助制度もあります （詳

細は 6 ～ 7 ページ）。 関心をお持ちの方は、 ぜひ一度ご相談ください。

■問合せ　役場政策財政課　☎ 296-1212

今
か
ら
考
え
る
こ
と
が
大
切

　

「
空
き
家
問
題
」
は
、
い
ず
れ
誰
に
で

も
起
こ
り
う
る
問
題
で
す
。
空
き
家
を

所
有
し
て
い
な
い
方
も
、
今
の
住
ま
い
に

つ
い
て
家
族
や
親
族
と
話
し
合
っ
て
お
く

こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

　

空
き
家
は
所
有
者
だ
け
の
問
題
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
危
険
な
空
き
家
を
増
や

さ
な
い
た
め
に
、
早
め
の
対
策
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

鳩
山
町
が
実
施
す
る
空
き
家
対

策
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

鳩
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
空
き

家
に
関
す
る
総
合
ペ
ー
ジ
」
▼

広報はとやま2024.8月号 広報はとやま2024.8月号 23



の解決に向けて
　町内でも空き家の増加が懸念されています。町では、鳩山町空家等対策協議会を設置し、空
き家対策の推進と適正管理に取り組んでいます。
　空き家問題の背景や解決に向けた取り組みについて、各分野の専門家にお話を聞きました。

Interview

町
内
の
空
き
家

　

鳩
山
町
は
、
所
有
者
が
亡
く
な
り
、

子
が
相
続
し
た
も
の
の
遠
方
に
住
ん

で
い
る
た
め
、
空
き
家
に
な
っ
て
い
る

ケ
ー
ス
が
多
い
で
す
。
家
族
の
思
い
出

が
あ
る
自
宅
を
売
却
す
る
こ
と
に
気

後
れ
す
る
方
や
、
管
理
費
用
が
負
担

と
な
り
空
き
家
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

い
る
場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

町
内
の
空
き
家
は
比
較
的
土
地
が

広
い
場
合
が
多
く
、
農
業
に
関
心
の
あ

る
方
や
外
国
人
世
帯
に
人
気
が
あ
り

ま
す
。
空
き
家
の
利
活
用
を
希
望
す

る
場
合
、
使
用
で
き
る
状
態
の
う
ち
に

売
却
や
賃
貸
に
向
け
て
、
な
る
べ
く
早

め
に
決
断
を
し
ま
し
ょ
う
。
　

「空き家問題」

　

町
が
実
施
し
た
令
和
4
年
度
空

き
家
等
実
態
調
査
に
よ
り
判
明
し

た
町
の
空
き
家
率
は
5

・
7
％
と

な
っ
て
お
り
、
国
全
体
の
空
き
家
率

13
.
8
％
、
埼
玉
県
の
空
き
家
率

9

・
4
％
と
比
較
し
て
現
状
で
は
か

な
り
下
回
っ
て
い
ま
す
。

（＊１）

し
か
し
、
空
き
家
件
数
は
、
前
回
の

平
成
27
年
度
空
き
家
等
実
態
調
査
の

2
1
1
件
と
比
較
し
て
、
1
2
9
件

増
加
の
3
4
0
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
将
来
的
に
空
き
家
等
の
件
数

が
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
町
で
は
、
鳩
山
町
空
家
等
対
策

協
議
会
の
設
置
や
空
き
家
バ
ン
ク
の
運

営
な
ど
、
空
き
家
の
防
止
、
利
活
用

を
推
進
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
空
き

家
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

☞

埼玉県行政書士会所

属。 空き家 ・ 所有者

不明土地対策委員長。

鳩山町空家等対策協

議会委員。 鳩山町空

き家バンク協定団体の

（公社） 埼玉県宅地建

物取引業協会埼玉西

部支部所属、 有限会

社島村建設の代表取

締役。

求
め
ら
れ
る
適
正
な
管
理

　

管
理
が
行
き
届
い
て
な
い
空
き
家

は
、
小
動
物
が
住
み
つ
い
た
り
、
雑
草

が
生
え
た
り
と
、
周
囲
の
環
境
へ
与

え
る
影
響
が
と
て
も
大
き
い
も
の
で

す
。
管
理
不
全
の
空
き
家
が
あ
る
だ

け
で
、
地
域
の
生
活
環
境
が
悪
い
と
判

断
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

建
物
は
利
活
用
さ
れ
な
く
な
っ
た

時
点
か
ら
、
老
朽
化
が
進
行
し
て
い
き

ま
す
。
カ
ビ
は
1
か
月
も
す
れ
ば
畳

が
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
６
か

月
以
上
空
き
家
状
態
だ
と
、
水
道
管

や
床
板
の
劣
化
が
始
ま
り
ま
す
。

　

空
き
家
を
放
置
し
、
老
朽
化
が
進

行
す
る
と
、
資
産
価
値
が
減
少

す
る
ば
か
り
か
、
そ
の
ま
ま
の
状

態
で
の
活
用
は
難
し
く
な
り
ま

す
。
い
ざ
売
却
し
た
い
と
考
え
た

と
き
、
劣
化
が
ひ
ど
く
リ
フ
ォ
ー

ム
や
除
却
が
必
要
に
な
り
、
思

う
よ
う
な
売
買
が
で
き
な
い
と

い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

老
朽
化
を
遅
ら
せ
る
た
め
に

は
、
定
期
的
に
窓
を
開
け
閉
め

し
、
空
気
の
流
れ
を
作
る
こ
と
が

と
て
も
大
切
で
す
。
水
道
管
は
、

１
時
間
程
度
水
を
出
し
て
お
く

こ
と
が
効
果
的
で
す
。

空
き
家
を
所
有
し
た
ら

　

家
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら

ま
ず
、
相
続
登
記
を
し
ま
し
ょ
う
。

令
和
６
年
4
月
か
ら
義
務
化
と
な

り
ま
し
た
。
所
有
者
が
亡
く
な
り

相
続
手
続
き
が
さ
れ
な
い
と
、
相

続
人
が
誰
か
分
か
ら
な
く
な
り
、

管
理
不
全
の
空
き
家
に
な
る
可
能

性
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

も
し
、
突
然
家
を
所
有
す
る
こ
と

に
な
り
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
「
鳩
山
町
空
き
家
バ
ン

ク
」
を
利
用
し
、
相
続
登
記
も
含
め

て
、
不
動
産
会
社
に
利
活
用
を
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

今
後
県
内
の
空
き
家
は

増
加
す
る
一
方

　

平
成
30
年
に
総
務
省
が
実
施

し
た
住
宅

・
土
地
統
計
調
査
に

よ
る
と
、
全
国
の
空
き
家
は
約

8
4
6
万
件
で
し
た
。
令
和
5
年

の
調
査
で
は
約
9
0
0
万
件
と
増

加
し
て
い
ま
す
。

　

埼
玉
県
に
関
し
て
は
、
空
き
家
率

は
比
較
的
低
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
空
き
家
率
は
9
・
4
％
で
、
調

査
期
間
の
間
に
下
が
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
住
宅
の
戸
数
が
多
い
の

で
、
空
き
家
率
は
下
が
っ
て
い
ま
す

が
、
戸
数
は
増
加
し
て
い
る
と
い
う

状
況
で
す
。

埼
玉
県
で
は
、
高
度
経
済
成
長
期

に
流
入
し
た
人
口
が
高
齢
化
し
、

最
近
10
年
間
の
後
期
高
齢
者
増
加

率
が
全
国
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ

る
た
め
、
今
後
、
急
激
な
空
き
家
増

加
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

空
き
家
を
活
か
す

　

空
き
家
は
全
国
で
さ
ま
ざ
ま
な

活
用
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
企
業
の

シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
や
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
、

あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
空
き
家
が

あ
る
地
域
で
は
、
小
さ
な
商
店
街

に
変
身
さ
せ
る
と
い
っ
た
事
例
も

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
実
際
に
個
人
が
そ
う

い
っ
た
活
用
を
行
っ
て
い
く
の
は
難

し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
所
有
者
と

行
政
、
民
間
企
業
等
が
連
携
し
、
地

域
と
し
て
、
空
き
家
問
題
に
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

今
か
ら
始
め
ら
れ
る
対
策
を

　

空
き
家
の
中
で
も
売
買
や
賃
貸

用
で
は
な
い
「
そ
の
他
空
き
家
」
は

増
加
し
て
お
り
、
一
般
的
に
「
管
理

不
全
空
き
家
」
と
な
る
可
能
性
が

高
い
も
の
で
す
。
今
後
、
空
き
家
は

必
然
的
に
増
え
て
い
く
の
で
、
空
き

家
に
な
っ
た
建
物
を
い
か
に
利
活

地区別集計
全体で340件全体で 340件

図１
建築物の
今後について

図 3 将来、自分または親族等が住むために使用したい

時々使用するために維持したい

賃貸住宅として貸したい

売却したい

使用予定はないが、現状維持

家族に任せている

その他・無回答

5.0％5.0％
10.9％10.9％

6.7％6.7％

44.5％44.5％

16.8％16.8％

1.7％1.7％

14.3％14.3％
NT 地区
139 戸

今宿地区
130 戸

亀井地区
71 戸

家の終活について、家族で話し合いましょう

所有者不在となる前に、相続手続きをしましょう

老朽化する前に、利活用について考えましょう

１

2

3

用
で
き
る
状
態
で
管
理
で
き
る

か
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

現
代
で
は
高
齢
化
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＊１ ： 令和 5 年住宅 ・ 土地統計調査 （総務省統計局） より
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外観不良状態
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※小数点第 2 位以下四捨五入のため、 合計等が合わない場合があります。広報はとやま2024.8月号 広報はとやま2024.8月号５ 4



　町では、 空き家対策の支援策として、 空き家に関する相談や各種補助金を整備しています。 詳細は町

ホームページをご覧いただくか、 お問い合わせください。

空き家リフォーム等補助金 役場地域創生環境課　☎ 296-5894役場地域創生環境課　☎ 296-5894問

　町では、 空き家の有効活用を目的として、 空き家のリフォームに対して最大２０万円、 残存家財

処分に対して最大１０万円の補助金を交付します。

■対象　空き家に居住しようとする所有者等または入居者

■対象費⽤　対象物件のリフォーム及びリフォームと併せた家財処分費用

■補助⾦額　① リフォーム ： 対象費用の２分の 1 の額 （20 万円限度）

②家財処分 ： 対象費用の２分の１の額 （10 万円限度）

　空き家バンクとは、 町が運営する、 住まなくなった家や相続で所有することになった家を売買物件

や賃貸物件として、町のホームページで紹介し、「売りたい・貸したい人」 と 「買いたい・借りたい人」

のマッチングを支援する制度です。

マッチングすれば、 空き家は利活用され、 町内の移住 ・ 定住にもつながります。 使わなくなった

家を売買や賃貸といった形で利活用したいと考えている方は、ぜひ空き家バンクに登録してください。

鳩山町空き家バンク 役場政策財政課　☎ 296-1212役場政策財政課　☎ 296-1212問

空き家を

売りたい人
・

貸したい人

空き家を

買いたい人
・

借りたい人

宅地建物取引業者

　鳩山町空き家バンクは、 鳩山町が運営し、 専門家である （公社） 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部及

び （公社） 全日本不動産協会埼玉県本部川越支部と連携して取り組んでいます。

物件情報・利用希望者の
情報提供

物件
情報

相談、
物件登録

仲
介

交渉
契約

交渉
契約

 ■空き家バンクの仕組み

空

　町では、 老朽空き家等の解消 ・ 住宅の入替を目的として、 町内の空き家などの除却に対して最大

50 万円、 残存家財処分に対して最大 10 万円の補助金を交付します。

■対象　老朽空き家の所有者または相続人

■対象費⽤　敷地内の補助対象物件の除却工事及びその工事に併せた家財処分費用

■補助⾦額
【除却工事】 工事の２分の 1 に相当する金額

・ 居住誘導区域内　　 上限 50 万円 （ニュータウン、 小用、 大豆戸、 赤沼、 今宿の各一部地域）

・ 居住誘導区域以外　上限 30 万円

【家財処分】 除却工事に併せて家財処分に要した費用の２分の１に相当する金額 （上限 10 万円）

老朽空き家等除却費等補助金 役場まちづくり推進課　☎296-5893役場まちづくり推進課　☎296-5893問

beforebefore afterafter

除却にかかる費用について、調べてみましょう
　空き家等建物の除却を検討する際には、 費用の見積りが必要になります。 町では、 株式会社クラッソー

ネと 「空き家の除却促進に係る連携協定」 を締結し、 AI 査定で空き家の解体費用や土地の売却査定価

格のシミュレーターサービスを行っています。 ご利用ください。

あなたの空き家の資産価値

簡単な質問に答えて、

 ①土地の売却査定価格

 ②空き家の解体費用

をAI で算出します。

すまいの終活 navi
（鳩山町版）は右記
二次元コードから
ご利用ください。

解体して土地活用をする物件も増えています。
町内で町の除却の補助金を活用し、解体した事例をご紹介します。

▶更地にして土地活用

相談

鳩山町

広報はとやま 9 月号では、 空き家特集第 2 弾として、 官民連携による空き家対策事業についてお知らせします。

広報はとやま2024.8月号 広報はとやま2024.8月号7 6


